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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、これか
ら撮像するシーンに対応するガイド用静止画映像素材とを、そのインデックス画像により
表示させ、該表示されたインデックス画像から選択された映像素材を、制作しようとする
コンテンツを構成する１シーンとして設定するシーン選択手順と、
　上記シーン選択手順が１又は複数回行われることで、１又は複数の映像素材により各シ
ーンが順次設定されたシーン設定情報を、撮像用テンプレートとして管理するテンプレー
ト設定手順と、を備え、
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、選択されている上記予め用意されて
記録されている動画映像素材又は静止画映像素材の置き換えを禁止するロック設定手順を
更に備えること
　を特徴を特徴とする撮像用テンプレート作成方法。
【請求項２】
　上記テンプレート設定手順では、上記シーン設定情報を、撮像用テンプレートファイル
として上記記録媒体に記録して、１つの撮像用テンプレートとして管理することを特徴と
する請求項１に記載の撮像用テンプレート作成方法。
【請求項３】
　上記シーン設定情報で設定されている各シーンの順序を変更する順序変更手順を更に備
えることを特徴とする請求項１に記載の撮像用テンプレート作成方法。
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【請求項４】
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を消去するシーン消去手
順を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の撮像用テンプレート作成方法。
【請求項５】
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を複製するシーン複製手
順を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の撮像用テンプレート作成方法。
【請求項６】
　記録媒体に予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、これか
ら撮像するシーンに対応するガイド用静止画映像素材とを、そのインデックス画像により
表示させ、該表示されたインデックス画像から選択された映像素材を、制作しようとする
コンテンツを構成する１シーンとして設定するシーン選択手順と、
　上記シーン選択手順が１又は複数回行われることで、１又は複数の映像素材により各シ
ーンが順次設定されたシーン設定情報を、撮像用テンプレートとして管理するテンプレー
ト設定手順と、を実行させるとともに、
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、選択されている予め用意されて記録
されている動画映像素材又は静止画映像素材の置き換えを禁止するロック設定手順
　を更に実行させるプログラム。
【請求項７】
　上記テンプレート設定手順では、上記シーン設定情報を、撮像用テンプレートファイル
として上記記録媒体に記録して、１つの撮像用テンプレートとして管理することを特徴と
する請求項６に記載のプログラム。
【請求項８】
　上記シーン設定情報で設定されている各シーンの順序を変更する順序変更手順を更に実
行させることを特徴とする請求項６に記載のプログラム。
【請求項９】
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を消去するシーン消去手
順を更に実行させることを特徴とする請求項６に記載のプログラム。
【請求項１０】
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を複製するシーン複製手
順を更に実行させることを特徴とする請求項６に記載のプログラム。
【請求項１１】
　記録媒体に予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、これか
ら撮像するシーンに対応するガイド用静止画映像素材とを、そのインデックス画像により
表示させ、該表示されたインデックス画像から選択された映像素材を、制作しようとする
コンテンツを構成する１シーンとして設定するシーン選択手順と、
　上記シーン選択手順が１又は複数回行われることで、１又は複数の映像素材により各シ
ーンが順次設定されたシーン設定情報を、撮像用テンプレートとして管理するテンプレー
ト設定手順と、を実行させるとともに、
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、選択されている上記予め用意されて
記録されている動画映像素材又は静止画映像素材の置き換えを禁止するロック設定手順
　を更に実行させるプログラムを記録したプログラム記録媒体。
【請求項１２】
　上記プログラムでは、上記テンプレート設定手順で、上記シーン設定情報を、撮像用テ
ンプレートファイルとして上記記録媒体に記録して、１つの撮像用テンプレートとして管
理することを特徴とする請求項１１に記載のプログラム記録媒体。
【請求項１３】
　上記プログラムは、上記シーン設定情報で設定されている各シーンの順序を変更する順
序変更手順を更に実行させることを特徴とする請求項１１に記載のプログラム記録媒体。
【請求項１４】
　上記プログラムは、上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を消
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去するシーン消去手順を更に実行させることを特徴とする請求項１１に記載のプログラム
記録媒体。
【請求項１５】
　上記プログラムは、上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を複
製するシーン複製手順を更に実行させることを特徴とする請求項１１に記載のプログラム
記録媒体。
【請求項１６】
　撮像を行って動画及び静止画としての撮像映像信号を得ることができる撮像手段と、
　上記撮像映像信号を含む各種情報の記録媒体への記録、及び記録媒体に記録されている
情報の再生を行うことのできる記録再生手段と、
　上記記録媒体に予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、こ
れから撮像するシーンに対応するガイド用静止画映像素材とを、そのインデックス画像に
より表示させ、該表示されたインデックス画像から選択された映像素材を、制作しようと
するコンテンツを構成する１シーンとして設定するシーン選択制御手段と、
　上記シーン選択制御手段による処理によって、１又は複数の映像素材により各シーンが
順次設定されたシーン設定情報を、撮像用テンプレートとして管理するテンプレート設定
手段と、
　上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されたシーンに
ついて、選択されている上記予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像
素材の置き換えの禁止設定を行うロック設定制御手段と、を備え、
　上記記録再生手段は、上記撮像手段により撮像された撮像映像信号を、表示されている
上記撮像用テンプレート中の選択されたシーンに関連付けられた映像ファイルとして記録
する
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項１７】
　上記テンプレート設定手段は、上記シーン設定情報を、撮像用テンプレートファイルと
して上記記録再生手段により上記記録媒体に記録させて、１つの撮像用テンプレートとし
て管理することを特徴とする請求項１６に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されている各シ
ーンの順序を変更する順序変更制御手段を更に備えることを特徴とする請求項１６に記載
の撮像装置。
【請求項１９】
　上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されたシーンに
ついて、シーン設定を消去させるシーン消去制御手段を更に備えることを特徴とする請求
項１６に記載の撮像装置。
【請求項２０】
　上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されたシーンに
ついて、シーン設定を複製させるシーン複製制御手段を更に備えることを特徴とする請求
項１６に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　撮像を行って動画及び静止画としての撮像映像信号を得ることができる撮像手段と、
　上記撮像映像信号を含む各種情報の記録媒体への記録、及び記録媒体に記録されている
情報の再生を行うことのできる記録再生手段と、
　上記記録媒体に予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、こ
れから撮像するシーンに対応するガイド用静止画映像素材とから選択された映像素材が、
制作しようとするコンテンツを構成する１シーンとして設定されたシーン設定情報を、撮
像用テンプレートとして表示する表示手段と、
　上記シーン設定情報として設定されたシーンについて、選択されている上記予め用意さ
れて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材の置き換えの禁止設定を行うロック
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設定制御手段と、を備え、
　上記記録再生手段は、上記撮像手段により撮像された撮像映像信号を、上記表示手段に
表示されている撮像用テンプレート中の選択されたシーンに関連付けられた映像ファイル
として記録する
　ことを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像コンテンツの制作を行うために用いる撮像用テンプレートの作成方法、撮
像用テンプレートの作成のためのプログラム、そのプログラムを記録したプログラム記録
媒体、及び撮像用テンプレート作成を実行できる撮像装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば携帯用ビデオカメラなどとして撮像装置が普及しており、業務用や一般家庭用途な
どに用いられている。
ビデオカメラ及び再生装置などの映像機器の普及に伴って、一般ユーザーが映像コンテン
ツにふれる機会が増えており、一般ユーザーが、趣味などで映像コンテンツを制作するこ
とも多くなっている。さらに企業、商店、自治体、学校等の教育機関などが、その業務に
おいて映像コンテンツを利用することも増えている。
例えばリゾート地でサービス業者が観光客のためにビデオ撮像を行って、それを撮像した
観光客に販売したり、或いは商品の宣伝／プロモーションビデオ、地域紹介ビデオ、教育
用ビデオ、各種プレゼンテーション用のビデオなどとして、映像コンテンツを利用すると
いう状況がある。
【０００３】
なお、本明細書では「コンテンツ」又は「映像コンテンツ」とは、例えば上記の販売／宣
伝／プロモーションなどに用いるビデオや、映画、コマーシャルフィルム、テレビ番組な
どのように、１つの完結した映像タイトルとして形成されるものをいう。
映像コンテンツの作成に関する技術としては、次の文献に開示されているものがある。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００－４８５４３号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、映像コンテンツ制作業者などの専門家以外にとっては、例えば数分程度の
簡単な内容のものでさえ、コンテンツ制作は困難である。
図３４にコンテンツ制作手順を示す。
コンテンツ制作手順は、図示するように大きく分けて、コンテンツ企画、シーン撮像、編
集の３段階の手順を踏む。
まず、コンテンツ企画の段階では、制作しようとするコンテンツの企画書を作成する。即
ち、１つのコンテンツとして形成される各シーンの構成、撮像場所、日時等の予定、シー
ンの内容、各シーンの撮像手順などを計画するものとなる。
特に各シーンの構成としては、各シーンのシーケンス、シーン時間、撮像内容、撮像手法
などを決めなければならないが、これには完成させるコンテンツのイメージを考慮して、
高度な技能やセンスが要求される。
また、各シーンの内容を、絵コンテなどとして制作する必要がある。
【０００６】
シーン構成割や絵コンテなどを含めて企画が完成したら、次にシーンの撮像に移る。撮像
は企画書に書かれた内容や手順に従って、現場で撮像を行う。
必要なシーンの撮像が完了したら、撮像した映像の編集を行う。即ち撮像シーンとしての
映像の切り貼り、ワイプやフェードなどの特殊効果、ＢＧＭやナレーションの挿入などを
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行う。もちろん、この編集作業も、高度な技能、編集機器の知識、及び映像センスが要求
されることはいうまでもない。
そして必要な編集を完了して、１本の映像コンテンツが完成する。
【０００７】
このコンテンツ制作手順により、例えば上記のような業務用途としても通用するレベルの
映像コンテンツが制作できるものであるが、このようなコンテンツ制作は専門家以外には
非常に困難なものであるとともに多大な時間を要してしまう。
例えばリゾート地のサービス業者、自治体や商店、企業などが手軽にコンテンツを制作し
て業務に利用したい場合などは、上記のようなコンテンツ制作はなじまない。
例を挙げれば、リゾート地のサービス業者が観光客相手にビデオ撮像を行って、それを映
像コンテンツとして即座に仕上げて販売したい場合、時間的にもコスト的にも、上記のよ
うな制作手順を踏むことは事実上、無理である。
もちろん、映像コンテンツ制作の専門業者に依頼せずに、その自社スタッフ等で簡単に映
像コンテンツが制作できることも望まれる。
【０００８】
このため、大規模な制作システムを必要とせず簡易な機器、例えば携帯型ビデオカメラ装
置などで、熟練者でなくとも容易に、しかも迅速に、或る程度業務用として水準を保つ内
容の映像コンテンツを、制作できるようにすることが求められている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
そこで本発明は、専門知識や技能を有する熟練者でなくても簡易且つ能率的に映像コンテ
ンツを制作できるようにすることを目的とし、このためにコンテンツ制作に用いる撮像用
テンプレートを簡易に作成する手法を提供する。
【００１０】
　本発明の撮像用テンプレート作成方法は、
記録媒体に予め用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、これから
撮像するシーンに対応するガイド用静止画映像素材とを、そのインデックス画像により表
示させ、該表示されたインデックス画像から選択された映像素材を、制作しようとするコ
ンテンツを構成する１シーンとして設定するシーン選択手順と、
　上記シーン選択手順が１又は複数回行われることで、１又は複数の映像素材により各シ
ーンが順次設定されたシーン設定情報を、撮像用テンプレートとして管理するテンプレー
ト設定手順と、を備え、
　上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、選択されている上記予め用意されて
記録されている動画映像素材又は静止画映像素材の置き換えを禁止するロック設定手順と
が行われる。
　この場合、上記テンプレート設定手順では、上記シーン設定情報を、撮像用テンプレー
トファイルとして上記記録媒体に記録して、１つの撮像用テンプレートとして管理する。
　また、上記シーン設定情報で設定されている各シーンの順序を変更する順序変更手順を
更に備える。
　また、上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を消去するシーン
消去手順を更に備える。
　また、上記シーン設定情報で設定されたシーンについて、シーン設定を複製するシーン
複製手順を更に備える。
【００１１】
本発明のプログラムは、上記の撮像用テンプレート作成方法を、例えば撮像装置等の機器
において実行させるためのプログラムである。
また本発明のプログラム記録媒体は、そのようなプログラムを記録した記録媒体である。
【００１２】
　本発明の撮像装置は、撮像を行って動画及び静止画としての撮像映像信号を得ることが
できる撮像手段と、上記撮像映像信号を含む各種情報の記録媒体への記録、及び記録媒体
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に記録されている情報の再生を行うことのできる記録再生手段と、上記記録媒体に予め用
意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材と、これから撮像するシーンに
対応するガイド用静止画映像素材とを、そのインデックス画像により表示させ、該表示さ
れたインデックス画像から選択された映像素材を、制作しようとするコンテンツを構成す
る１シーンとして設定するシーン選択制御手段と、上記シーン選択制御手段による処理に
よって、１又は複数の映像素材により各シーンが順次設定されたシーン設定情報を、撮像
用テンプレートとして管理するテンプレート設定手段と、上記シーン選択制御手段の処理
によって上記シーン設定情報として設定されたシーンについて、選択されている上記予め
用意されて記録されている動画映像素材又は静止画映像素材の置き換えの禁止設定を行う
ロック設定制御手段と、を備え、上記記録再生手段は、撮像手段によれ撮像された撮像映
像信号を上記表示されているテンプレート中の選択されたシーンに関連付けられた映像フ
ァイルとして記録するようにする。
　上記テンプレート設定手段は、上記シーン設定情報を、撮像用テンプレートファイルと
して上記記録再生手段により上記記録媒体に記録させて、１つの撮像用テンプレートとし
て管理する。
　また、上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されてい
る各シーンの順序を変更する順序変更制御手段を更に備える。
　また、上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されたシ
ーンについて、シーン設定を消去させるシーン消去制御手段を更に備える。
　また、上記シーン選択制御手段の処理によって上記シーン設定情報として設定されたシ
ーンについて、シーン設定を複製させるシーン複製制御手段を更に備える。
【００１３】
このような本発明によれば、コンテンツ制作を容易化するために使用する撮像用テンプレ
ートを、例えば撮像装置等の機器内で作成することができる。即ち記録媒体に記録されて
いる動画や静止画としての映像素材を順番に選択設定していくことで、一連のシーンの流
れが設定された撮像用テンプレートが完成するものとなる。
動画や静止画としての映像素材を記録する記録媒体としては、ディスクや半導体メモリの
ようなノンリニアの記録媒体が好適である。即ち、記録媒体へのランダムアクセス性を利
用してコンテンツ制作を容易化する。
例えば撮像装置においてノンリニア記録媒体を用いる場合、撮像した映像を実際に撮像し
た順番に関わらず自由な順番で再生することが可能になる。
ここで、コンテンツを構成する各シーンとして映像素材を順次組み合わせた撮像用テンプ
レートを作成すると、その撮像用テンプレートにおいて、実際の撮像が必要なシーンを撮
像して、その撮像した映像素材をテンプレートに設定されている映像素材と置き換えるこ
とが可能となる。
即ちテンプレートに沿って、必要なシーンのみ撮像を行って、そのシーンの映像素材（ク
リップ）を置き換えていけば、それだけでコンテンツが完成する。新たな撮像が必要でな
いシーンは、テンプレートにおいて映像素材（クリップ）を選択し設定したままの状態と
しておけばよい。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。実施の形態では、ディスク記録媒体に映像の記録
を行う撮像装置（ビデオカメラ）において、撮像用テンプレートの作成、及びその撮像用
テンプレート（以下、単にテンプレートともいう）を用いた映像コンテンツの制作を実行
できるようにした例として、構成及び動作を説明していく。説明は次の順序で行う。
１．ビデオカメラの構成
２．ナビゲーション撮像動作概略
３．テンプレート作成モード
４．撮像モード
５．シーン再選択モード
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６．クリップランダム選択モード
７．完成コンテンツの再生
８．実施の形態の効果
９．変形例
【００１５】
１．ビデオカメラの構成
実施の形態のビデオカメラの構成を図１，図２で説明する。
図１はビデオカメラ１の外観例を示す。
このビデオカメラ１は、撮像者がビューファインダ３１を覗きながら、或いは液晶表示部
２９を見ながら撮像を行うことできるように構成される。
この図１においては、ビデオカメラ１には、撮像を行うためのカメラ部１３、撮像時の音
声を集音するためのマイクロフォン３３、各種操作を行うための操作部２７が示されてい
る。
図示されていないが、例えば液晶表示部２９が設けられた側とは反対側の側面部にはディ
スク９０を装填するディスクドライブ部が形成されている。
【００１６】
操作部２７としては、ビデオカメラによる撮像や再生のための操作、動作モード操作、エ
フェクト、表示状態操作など、各種の操作のためのキーやジョグダイヤルなどの操作子が
形成される。
図１には、一例として、特にテンプレートを用いるナビゲーション撮像のために使用され
る操作子を例示している。
例えばジョグダイヤル４１は、回動操作と押圧操作が可能とされ、カーソル移動操作（選
択）やエンター操作（確定）などに用いられる。
また、操作キーとして、メニューキー４２、ナビゲーションキー４３、再生／一時停止キ
ー４４、停止キー４５、送りキー４６，４７、記録キー（撮像キー）４８などが設けられ
、それぞれ所定の操作のためのキーとされる。
【００１７】
ビデオカメラ１の内部構成を図２に示す。
システムコントローラ１１は、マイクロコンピュータにより構成され、ビデオカメラ１の
全体を制御する。即ち以下説明する各部の動作制御を行う。
【００１８】
カメラ部１２は、映像撮像のための部位であり、撮像部１３、撮像信号処理部１４、カメ
ラコントローラ１５を備える。
撮像部１３は、撮像レンズや絞りなどを備えて構成されるレンズ系、レンズ系に対してオ
ートフォーカス動作やズーム動作を行わせるための駆動系、レンズ系で得られる撮像光を
検出し、光電変換を行うことで撮像信号を生成するＣＣＤ(Charge Coupled Device) など
が設けられる。
【００１９】
撮像信号処理部１４は、カメラ部１３のＣＣＤによって得られる信号に対するゲイン調整
や波形整形を行うサンプルホールド／ＡＧＣ(Automatic Gain Control)回路や、ビデオＡ
／Ｄコンバータを備え、撮像によるデジタル映像データを生成する。
【００２０】
カメラコントローラ１５は、システムコントローラ１１からの指示に基づいて、撮像部１
３及び撮像信号処理部１４の動作を制御する。例えばカメラコントローラ１５は、撮像部
１３に対しては、オートフォーカス、自動露出調整、絞り調整、ズームなどの動作を実行
させるための制御（モータ制御）を行うものとされる。
またカメラコントローラ１５はタイミングジェネレータを備え、ＣＣＤ及び撮像信号処理
部１４のサンプルホールド／ＡＧＣ回路、ビデオＡ／Ｄコンバータに対しては、タイミン
グジェネレータにて生成されるタイミング信号により信号処理動作を制御する。
【００２１】
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カメラ部１２では以上の構成により、撮像映像データを生成する。
また、マイクロホン３３で得られた音声信号は音声信号処理部３４でＡ／Ｄ変換され、撮
像映像データに同期した音声データが生成される。
【００２２】
記録再生部１６は、カメラ部１２で得られた撮像映像データ（及びマイクロホン３３で得
られた音声データ）を記録媒体であるディスク９０に記録し、また再生できる部位である
。
記録再生部１６にはエンコード／デコード部１７、ディスクドライブ１８、記録再生コン
トローラ１９が設けられる。
【００２３】
エンコード／デコード部１７は、撮像時にはカメラ部１７で得られる撮像映像データ（動
画データ）を、ＭＰＥＧ(Moving Picture Experts Group)方式或いは他の圧縮方式として
の所定の方式で圧縮したり、ディスク９０への記録フォーマットに変換するなどの処理を
行う。また音声データについても圧縮やフォーマット変換を行う。なお、データ圧縮を行
わずにディスク９０に記録するような処理形態も考えられる。
さらに、本例のビデオカメラでは、静止画撮像の機能も備える。即ち、カメラ部１２で取
り込まれる撮像映像データの１フレームを、静止画データとして取り込み、記録再生部１
６でディスク９０に記録できる。この場合、エンコード／デコード部１７では、１フレー
ムの撮像映像データ（静止画データ）を、ＪＰＥＧ方式（Joint Photographic Experts G
roup）或いは他の圧縮方式としての所定の方式で圧縮したり、ディスク９０への記録フォ
ーマットに変換するなどの処理を行う。もちろんこの場合も、データ圧縮を行わずにディ
スク９０に記録するような処理形態も考えられる。
【００２４】
エンコード／デコード部１７で処理された動画又は静止画としての撮像映像データ（及び
音声データ）は、ディスクドライブ１８に供給され、後述する映像素材などとして装填さ
れているディスク９０に記録される。
ディスク９０に記録されたデータの再生時には、ディスクドライブ１８によって再生され
た映像データ（及び音声データ）がエンコード／デコード部１７でデコード処理される。
【００２５】
記録再生コントローラ１９は、システムコントローラ１１の指示に基づいて、エンコード
／デコード部１７の処理やディスクドライブ１８による記録及び再生動作、及びデータの
入出力に関する制御を行う。
またディスクドライブ１８を制御して、管理情報、例えばＦＡＴ形式の管理情報などの読
出や書込、さらには管理情報の更新などによるディスク９０に記録されたデータの編集な
どを実行させる。
【００２６】
撮像時にカメラ部１７で得られた撮像映像データや、ディスク９０から再生された映像デ
ータは、ビューファインダ３１や液晶表示部２９に表示可能とされる。
撮像実行時、及び撮像スタンバイ時などにおいてカメラ部１２が撮像映像データを出力し
ている際は、その撮像映像データはビューファインダドライバ３０、ＬＣＤドライバ２８
の両方又は一方に供給される。
ビューファインダドライバ３０、ＬＣＤドライバ２８は、システムコントローラ１１から
の指示に応じて、それぞれ撮像映像データによる映像をビューファインダ３１，液晶表示
部２９に表示させる動作を行う。またシステムコントローラ１１の指示に応じて所定のキ
ャラクタ画像を重畳表示させる。
また、ディスク９０からの映像データ再生時においては、ディスクドライブ１８で再生出
力され、エンコード／デコード部１７でデコードされた映像データがビューファインダド
ライバ３０、ＬＣＤドライバ２８の両方又は一方に供給される。ビューファインダドライ
バ３０、ＬＣＤドライバ２８は、システムコントローラ１１からの指示に応じて、それぞ
れ供給された映像データ及び重畳するキャラクタ画像による映像をビューファインダ３１
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，液晶表示部２９に表示させたり、再生された複数の映像素材を表示させる動作を行う。
【００２７】
従ってユーザーは、ビューファインダ３１，液晶表示部２９を見ながら撮像のスタンバイ
（被写体の確認時）及び撮像の際のモニタリングや、ディスク９０に記録された映像内容
のチェック、編集操作などを行うことができる。ディスク９０に記録された映像データ（
映像素材）とは、当該ビデオカメラ１で撮像して記録した動画／静止画の映像データや、
他の機器によってディスク９０に記録されたり、或いは他の機器から転送されてディスク
９０に記録された映像データなどである。
【００２８】
またディスク９０から再生されたオーディオデータは、オーディオドライバ３５でＤ／Ａ
変換され、またフィルタリングや増幅などの信号処理がされてスピーカ部３６から出力さ
れる。
【００２９】
外部インターフェース２０は、外部装置としてのオーディオ・ビジュアル機器、情報機器
、ストレージ機器などとの間で映像データ等を入出力する部位である。
通信部２１は例えば有線・無線でネットワーク通信を行う部位である。例えばモデム、イ
ーサーネットインターフェース、携帯電話インターフェースなどにより形成される。
これらは、後述する、ディスク９０に記録されたテンプレートに基づく撮像動作には直接
関係しない部位であるが、テンプレートや映像素材を外部機器で作成して本ビデオカメラ
に転送し、ディスク９０に記録させる場合などに用いられる。
【００３０】
ＲＯＭ２２，ＲＡＭ２３、フラッシュメモリ２４は、それぞれシステムコントローラ１１
が必要なデータやプログラムの記憶や演算領域として用いる。
例えばＲＯＭ２３には、システムコントローラ１１の処理プログラム、固定データ等が記
憶される。ＲＡＭ２３は一時的な情報の格納やワーク領域として用いられる。フラッシュ
メモリ２４は各種の制御係数などが記憶される。
【００３１】
操作部２７には、図１でも説明したように当該ビデオカメラ１に対するユーザー操作のた
めの各種操作子が用意されている。即ち電源操作、撮像操作、再生操作、ズーム操作、各
種モード操作、編集操作などのための操作子が形成される。
システムコントローラ１１は、これらの操作子によるユーザの操作を検出することに応じ
て、各部に対して必要な動作が実行されるように制御する。
【００３２】
電源部３２は例えばＤＣ／ＤＣコンバータにより、内蔵のバッテリにより得られる直流電
源あるいは、電源アダプタを介して商用交流電源から生成された直流電源を利用して、各
回路部に対して所要のレベルの電源電圧を供給する。電源部３２による電源オン／オフは
、上述した操作部２７からの電源操作に応じてシステムコントローラ１１が制御する。
【００３３】
なお、このビデオカメラ１の構成例では、ビデオカメラ本体に液晶表示部２９を備えるも
のとしたが、必ずしも液晶表示部２９を設けなくてもよい。
テンプレート作成時やシーン撮像時などに液晶表示部２９に表示する内容については後述
していくが、外部モニタ機器を接続できるようにし、そのモニタ機器において液晶表示部
２９と同様の表示を実行させるようにしてもよい。
【００３４】
２．ナビゲーション撮像動作概略
本例のビデオカメラ１は、通常の撮像の他に、ナビゲーション撮像としてテンプレートに
基づいた撮像が可能であり、テンプレートに基づいた撮像を行うことで、テンプレートで
予定されていたコンテンツを容易且つ迅速に制作できるものである。
また、テンプレートは、コンテンツを構成する各シーンが映像素材によって設定されたも
のであり、撮像に先立って作成するが、本例のビデオカメラ１では、このテンプレート作
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成も実行できる。
テンプレートは、いわば作成しようとするコンテンツの企画データであるが、このテンプ
レートを使用したナビゲーション撮像を行うことで、企画データを最終的な完成コンテン
ツ（いわゆる完パケ）に持っていくことができる。
つまり本例のビデオカメラ１は、コンテンツの企画から完パケまでの一連の作業を、極め
て容易に実現できるようにするものである。
【００３５】
なお、説明上、「映像素材」とは、ディスク９０に記録された１単位の動画又は静止画を
指す。「クリップ」ともいう。
また、「シーン」とは、コンテンツを構成する単位であり、１又は複数のシーンにより１
つのコンテンツが形成される。
テンプレートは、各シーンとして、それぞれ１つの映像素材（クリップ）が割り当てられ
て形成されている。
【００３６】
テンプレートを使用するナビゲーション撮像とは、概略的には次のような動作である。
まず映像素材によってシーン構成が設定されたテンプレートから、撮像しようとするシー
ンを選択する。そしてシーン選択状態で撮像を行い、撮像した映像を映像素材として記録
する。このような撮像を、必要なシーンに対応して実行していく。そして、テンプレート
に設定されているシーンの映像素材を、撮像した映像素材に置き換えることで、テンプレ
ートによるコンテンツが、そのまま編集済みの完成コンテンツとして出力できるものとな
る。
また撮像時には次にどのようなシーンを撮像すればよいかという撮像指示をカメラマンに
与えることによって効率的な撮像オペレーションを実現する。
【００３７】
＜ビデオカメラの機能＞
テンプレートの作成や、テンプレートを使用したナビゲーション撮像を実現するために、
本例のビデオカメラ１は次の機能を備えるものとなる。
【００３８】
・光ディスク、ハードディスク、半導体メモリなどのノンリニアの記録媒体に対応する。
上記のように本例では光ディスク９０の例を挙げている。
・ビデオカメラ１は動画、静止画の両方の撮像ができる。
・ビデオカメラ１はディスク９０に記録されている動画、静止画としての映像素材をイン
デックス画を用いて一覧表示することが可能である。
・記録デバイス（ディスク９０）には映像・音声データのほかに、完成した映像コンテン
ツに必要な各シーンの構成などを示すテンプレートファイルとして記録できる。
・ビデオカメラ１はテンプレートを作成する機能を有する。
・ビデオカメラ１はテンプレートにしたがって次に撮るシーンの概要を表示して撮像者に
知らせる機能を持つ。
・ビデオカメラ１はテンプレート上の各シーンに対応する映像を複数回（複数テイク）撮
像することが可能で、後に複数のテイクの中から最適なテイクを選ぶことも可能とする。
・ビデオカメラ１は撮像した映像素材がテンプレートのシーンに挿入された形で、その結
果を一連の映像コンテンツとしてシームレスに再生することを可能とする。
【００３９】
＜動作モード＞
このような機能を有する本例のビデオカメラ１における、ナビゲーション撮像に関する動
作モード例を図３に示す。
動作は、大きく分けて撮像モードと編集モードとなる。
【００４０】
撮像モードは、上記ナビゲーション撮像を実行するモードであり、即ちテンプレートに従
って撮像し、撮像した映像素材（クリップ）をテンプレートに当てはめていくモードであ
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る。
【００４１】
編集モードとしては、テンプレート作成モード、シーン再選択モード、クリップランダム
選択モードがある。
テンプレート作成モードは、クリップを各シーンとして並べていくことでテンプレートを
作成していくモードである。一旦テンプレートを作成した後に、シーンの追加変更なども
可能である。
シーン再選択モードは、テンプレートにおけるシーン毎に、シーンに関連づけられて管理
されているクリップ（撮像したクリップ）を選択できるモードである。
クリップランダム選択モードは、テンプレートにおけるシーン毎に、ディスク９０に記録
された全てのクリップの中からクリップを選択できるモードである。
【００４２】
＜記録媒体＞
ディスクや半導体メモリのようなノンリニアの記録媒体は、ひとつの特徴として記録メデ
ィアへのランダムアクセス性が挙げられる。
このノンリニア記録媒体に映像や音声を記録するタイプのビデオカメラ１では、この特徴
を利用することによって、撮像した映像を実際に撮像した順番に関わらず自由な順番で再
生することが可能になる。
またシーンに対応するクリップの変更、シーンの順番の変更なども容易に可能となる。
【００４３】
＜インデックス画像表示＞
上記のようにビデオカメラ１はディスク９０に記録されたクリップをインデックス画像と
して表示する機能を備える。
今、例えばディスク９０に、図５（ａ）のようにファイルが記録されているとする。
例えばM001.mpg、M002.mpg、M004.mpg、M005.mpg、M006.mpgというファイル名のファイル
は、それぞれＭＰＥＧ方式で圧縮された動画映像としてのクリップであるとする。
また、S003.jpgというファイル名のファイルは、ＪＰＥＧ方式で圧縮された静止画映像と
してのクリップであるとする。
【００４４】
この場合、各ファイルは、クリップ管理ファイルによって、ディスク９０から任意に再生
できるように管理されている。例えば各ファイルのアドレス、サイズ、属性などがクリッ
プ管理ファイルに記述される。
このような状態では、操作に応じて、システムコントローラ１１，記録再生コントローラ
１９の制御により、各ファイルのインデックス画像が読み出され（或いは生成され）、例
えば図６のようにインデックス画像が液晶表示部２９等に一覧表示される。
もちろん、ファイル数が多くて一画面で表示しきれない場合などは、画面スクロールやペ
ージ送りなどの手法で表示させるようにすればよい。
【００４５】
インデックス画像とは、クリップの代表画像であり、動画クリップの場合では、例えば動
画を形成する１フレームを縮小した画像をインデックス画像としてもよい。この場合、イ
ンデックス画像とするフレームは、動画クリップの先頭フレームでも良いし、記録開始か
らある時間後のフレームなど中間位置の或るフレームを任意に抽出してもよい。さらには
ユーザーが代表となるフレームを選択できるようにしてもよい。
静止画クリップであれば、その静止画データを縮小したものをインデックス画とすればよ
い。
【００４６】
インデックス画像としての画像データは、各クリップが記録された際などに、記録再生コ
ントローラ１９の制御によって自動作成され、各クリップのファイルの一部（或いは別フ
ァイル）としてディスク９０に記録されるようにしても良いし、表示する際に、その都度
インデックス画像データが作成されるようにしてもよい。
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【００４７】
インデックス画像が表示された場合においては、インデックス画像の一つを選択して再生
操作することで、そのインデックス画像が示す動画あるいは静止画（静止画の場合はその
静止画を指定した時間表示し続ける）を再生することができる。また複数のインデックス
を選んで順序を指定するとそれらをシームレスに再生することを可能とする。
【００４８】
＜制作するコンテンツ例＞
制作するコンテンツ例を図４に示す。
一例としてシーサイドの観光地で体験ダイビングに参加している参加者の様子を撮像する
ビデオコンテンツを考える。
この場合、最終的なコンテンツ（完パケ）のシーン構成は次のようになるとする。具体的
には、
シーン＃１：当地におけるアトラクションをダイジェストで見せながらタイトルの表示
シーン＃２：参加者が船でダイビングポイントに向かう様子
シーン＃３：海の中で魚が泳ぐシーン
シーン＃４：参加者が実際にダイビングをする様子
シーン＃５：夕日の映像とともにエンディング
という、５つのシーンで構成されるとする。
【００４９】
ここで、実際には最初のタイトルのシーン（＃１）、３番目の魚のシーン（＃３）、５番
目のエンディングのシーン（＃５）は、参加者が変わっても常に同じシーンを使う。
実際に撮像が必要なのは、参加者を撮るシーン＃２，＃４である。
従来のコンテンツ制作手法を考えると、必要な映像、この場合シーン＃２、＃４の撮像を
行った後に、編集作業を行って、前後にシーン＃１、＃３、＃５の映像をつなぎ合わせる
ことが必要である。
本例では、ビデオカメラ１の中にあらかじめシーン構成の情報や、毎回使うシーン＃１、
＃３、＃５の映像素材（クリップ）をテンプレートに組み込んだ形にして入れておくこと
で、必要なシーンを撮像後、編集作業なしで自動的に完パケを生成する。
【００５０】
３．テンプレート作成モード
以下、上記図４のコンテンツを制作する場合を例に挙げ、具体的な動作を説明していく。
テンプレートはビデオカメラ１において作成し、作成したテンプレートはテンプレートフ
ァイルとしてディスク９０に記録しておくことができる。
【００５１】
ビデオカメラ１におけるテンプレートの作成は、ディスク９０に記録されているクリップ
を１つのシーンとしてテンプレートに当てはめていくことで容易に実行される。
従って、実際に完成品のコンテンツに使用するシーンとなるべきクリップが既にディスク
９０に記録されていれば、そのクリップをテンプレートに当てはめればよい。また、実際
に撮像を行うシーンについては、その撮像のためのガイドとなる映像であるクリップをテ
ンプレートに当てはめる。
なお、このため、コンテンツに１つのシーンとして使用するクリップや、撮像するシーン
のガイドとなるクリップは、テンプレート作成に先立って、ディスク９０に記録させてお
くことが必要となる。
【００５２】
まず、テンプレート作成のための準備作業について説明する。
今、ディスク９０には上記図５（ａ）のように各種クリップが記録されているとする。こ
こで、図４のようなコンテンツを作成する場合、シーン＃１としてのオープニングには、
ファイル名M001.mpgのクリップを使用するとする。同様に、シーン＃３、＃５には、それ
ぞれファイル名M002.mpg、M005.mpgのクリップを使用するとする。
するとこの場合、シーン＃１，＃３，＃５については、既に映像素材がディスク９０に存
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在するものとなる。
【００５３】
なお、このように既存映像素材を用いる場合に、その映像のクリップがディスク９０に記
録されていなければ、例えば図５（ａ）のような状態に、予めディスク９０に記録してお
くことが必要になる。例えばビデオカメラ１に外部インターフェース２０を介して映像を
入力し、記録再生部１６でディスク９０に記録させる。或いは、ディスク９０をパーソナ
ルコンピュータや映像機器におけるディスクドライブに装填し、クリップとしての映像記
録を実行する。
【００５４】
図４のコンテンツでは、シーン＃２，＃４は参加者を撮像するシーンであり、現地での撮
像が必要となる。従って、シーン＃２，＃４としての映像は、まだディスク９０には記録
されていない。
但し、テンプレートにおけるシーン＃２，＃４に何らかのクリップを当てはめるため、こ
れらのシーンに相当するクリップを用意することになる。特に、これを撮像のためのガイ
ドを表示するクリップとする。
【００５５】
シーン＃２，＃４のガイド映像となる具体例（静止画像）を図７，図８に示す。例えば、
船の上のシーンであるシーン＃２については、図７に示すように撮像内容や注意事項、時
間の目安が含まれる映像を作成する。
簡易には、例えば、ホワイトボードや紙などに、図７のような文字を手書きし、それをビ
デオカメラ１によって静止画として撮像すればよい。すると、ディスク９０には、例えば
ファイル名S007.jpgの静止画ファイルとして記録される。
同様に、ダイビング中のシーン＃４については、図８のように撮像内容や注意事項、時間
の目安などを記述した紙等を静止画撮像し、ファイルS008.jpgとしてディスク９０に記録
する。
これによって、ディスク９０には図５（ｂ）のようにファイルが記録された状態となり、
テンプレート作成のための必要なクリップが足りた状態となる。
なお、例えばパーソナルコンピュータ等で、この図７，図８のような画像を作成し、ディ
スク９０に記録しても良い。その際、パーソナルコンピュータ等で作成した静止画像デー
タを、ビデオカメラ１の外部インターフェース２０に転送し、記録再生部１６で記録させ
ても良いし、ディスク９０をパーソナルコンピュータ側のディスクドライブに装填して記
録しても良い。
【００５６】
テンプレートにおける全シーンに対応するクリップがディスク９０に記録された状態で、
テンプレート作成の準備が整ったことになる。
この段階で、ビデオカメラ１のモード操作を行ってテンプレート作成モードとし、テンプ
レートを作成していく。例えば使用者は、メニューキー４２を押してメニュー画面とし、
ジョグダイヤル４１を用いてテンプレート作成モードを選択確定する。
【００５７】
テンプレート作成モードとされた場合のシステムコントローラ１１の処理を図９に示し、
また図１０～図１５に液晶表示部２９（又はビューファインダ３１でもよい）での画面表
示例を示しながら、テンプレート作成動作を説明する。
【００５８】
テンプレート作成モードとされると、システムコントローラ１１は図９のステップＦ１０
１に進み、テンプレート作成モード画面を液晶表示部２９に表示させる。また、そのテン
プレート作成モード画面に対する使用者の操作に応じた表示制御も行う。
テンプレート作成モード画面は、例えば図１０のようになる。この場合、画面上段に素材
リスト５１を表示し、また画面下段にテンプレート表示５２を行う。
素材リスト５１では、その時点でディスク９０に記録されている各クリップを、インデッ
クス画像により一覧表示する。図１０では３つのインデックス画像しか表示されていない
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が、システムコントローラ１１は、この素材リスト５１の画像を使用者の操作に応じて左
右にスクロールさせ、全てのクリップが確認できるようにする。
画面下段のテンプレート表示５２では、まだテンプレート作成前の初期状態であるため、
表示される画像は存在しない。
【００５９】
使用者はこのようなテンプレート作成モード画面において、まず素材リストからクリップ
を選択する操作を行う。
即ち、使用者がジョグダイヤル４１を回動操作していくことで、画面上段の素材リストの
中のクリップひとつが、つぎつぎとハイライト表示される。もちろん操作に応じてスクロ
ールされながら、１つがハイライト表示となる。図１１にはファイル名S007.jpgがハイラ
イト表示されている状態を示している。
【００６０】
なお、ハイライト表示やカーソル表示は、画面上で選択されているクリップを示すもので
あり、以降、各図の表記上、ハイライト表示やカーソル表示に部分は、画像を太枠にして
示すものとしている。
【００６１】
使用者は、まずテンプレートに対してシーン＃１として割り当てるクリップを選択する。
例えばジョグダイヤル４１を回して、図１２のようにオープニング映像のクリップ（M001
.mpg）を選択状態とし、その状態でジョグダイヤル４１を押す（確定操作を行う）。する
とカーソルＫがテンプレート表示５２側に移る。
この状態でジョグダイヤル４１を回すと、テンプレート表示５２において選択中のシーン
（つまりカーソル位置）が変化されていく。但し図１２では、まだテンプレート表示５２
に１つもシーンが存在しないため、図１２の状態のままである。
【００６２】
システムコントローラ１１は以上のような表示制御を、ステップＦ１０１で実行する。
そしてシステムコントローラ１１は、このようなクリップ選択の操作に対応して画面制御
を行いながら、ステップＦ１０２のシーン追加操作、ステップＦ１０４のメニュー操作、
ステップＦ１０５のモード度終了操作を待機する。
【００６３】
カーソルＫがテンプレート表示５２側に移った後に、使用者がジョグダイヤル４１を押す
確定操作を行った場合、そのカーソルＫの位置とされるシーンに、選択中のクリップが当
てはめられることになる。
システムコントローラ１１は、これをシーン追加操作として、処理をステップＦ１０２か
らＦ１０３に進め、選択中のクリップをテンプレート表示５２のカーソル位置にコピーす
る処理を行う。
即ち、テンプレート表示５２としてカーソル位置のシーンナンバに選択中のクリップを割
り当てたテンプレートデータを生成すると共に、図１３のように選択中のクリップを画面
下段のテンプレート表示５２における１シーンとして貼り付ける。この場合、テンプレー
トのシーン＃１として、クリップ（M001.mpg）が貼り付けられたものとなる。このときシ
ステムコントローラはテンプレートのシーン＃１としてクリップ（M001.mpg）が設定され
たテンプレートデータ（シーン設定情報）を生成する。
【００６４】
以降同様に、使用者は、素材リスト５１からクリップを選択し、テンプレート表示５２に
選択したクリップを貼り付けていく操作を繰り返す。システムコントローラ１１はそのた
びにステップＦ１０３の処理で、画面上のテンプレート表示５２に順次クリップを追加し
ていくと共に、テンプレートデータ（各シーンに対応するクリップのファイル名によるシ
ーン設定情報）を蓄積していく。
それによって、図１４のようにテンプレート表示５２に、シーンの順番（＃１，＃２，＃
３・・・）にクリップが並べられた状態が形成される。
例えば図１４の場合、シーン＃２については図７に示した静止画像のクリップ（S007.jpg
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）が設定され、シーン＃３については動画のクリップ（M002.mpg）が設定されている状態
である。
このような画面下段のテンプレート表示５２においても、並べられた各シーンのクリップ
は、テンプレート表示５２にカーソルＫが移っている際のジョグダイヤル４１の操作によ
り、選択状態が変化されながらスクロール表示される。
【００６５】
使用者のテンプレート作成のための操作としては、基本的には、必要なシーンの数だけ、
それぞれ対応するクリップを選択してテンプレートに貼り付けていくのみでよい。
即ち図４のようなコンテンツを予定する場合、画面下段のテンプレート表示５２において
、図１６のように５つのシーンのそれぞれに、クリップを選択確定して貼り付けていくこ
とで、テンプレートが完成できる。
例えば実際に完成コンテンツにそのまま使用するクリップや、撮像後に置き換えるクリッ
プを、シーンの順序に並べたものができあがる。
【００６６】
但し、作成作業の自由度や、撮像時のテンプレートの使用性を考慮して、シーン並び換え
操作やロック処理などができるようにされている。
例えば使用者が、画面下段のテンプレート表示５２においてカーソル操作を行い、シーン
を選択した状態でメニューキー４２を押すことで、選択中のシーンに関する各種操作を行
うことができるようにしている。
シーン選択状態でのメニューキー４２の操作があった場合、システムコントローラ１１は
ステップＦ１０４からＦ１０６に進み、このとき図１５のように画面上においてメニュー
表示５３を実行させる。
作成者は、メニュー表示５３から実行したい事項を選択して所定の操作を行う。この図１
５のメニュー表示５３の例では、選択中のシーンについての、ロック、コピー、消去、並
び替えを実行できるものとしている。
【００６７】
テンプレート作成の際には、上記のシーン追加操作で各シーンに相当するクリップを順番
に選択確定させていくが、順番を間違えた場合や、シーン構成を思い直すなどの事情で、
設定済のシーンの順序を替えたい場合がある。その場合作成者はメニュー表示５３から「
並び替え」を選択する。
【００６８】
「並び替え」を選択する操作が行われた場合、システムコントローラ１１はステップＦ１
０６からＦ１０７に進む。この場合、システムコントローラ１１は、既に選択されている
或るシーンを選択中のままとした状態で、作成者のジョグダイヤル４１の操作に応じてカ
ーソルを移動させる。つまり、カーソルは、テンプレート表示５２内で、選択中のシーン
を移動させる移動先を示すものとされる。そして作成者がテンプレート表示５２内で或る
位置にカーソル移動させた状態で確定操作を行ったら、システムコントローラ１１は、選
択中のシーンを、そのカーソル位置に移動させる処理を行う。具体的にはテンプレートデ
ータとして、シーンの順番を更新し、また、画面上でクリップの位置を入れ換える。
【００６９】
またメニュー表示５３から「ロック」設定を行うことができる。ロック設定とは、テンプ
レートに設定したクリップの置き換えを禁止することである。置き換えについては後述す
るが、現場で撮像した映像（クリップ）をテンプレート上に設定されているクリップと置
き換えることであり、例えば図１６のようなテンプレートの場合、シーン＃２，＃４につ
いては、撮像を行って置き換えることが予定されるものである。
一方シーン＃１、＃３，＃５は、テンプレートに設定されたクリップを、そのまま完成品
のコンテンツのシーンとして使用することを予定している。この場合、これらのシーンを
撮像時などに誤って他のクリップと置き換えてしまうと都合が悪い。そこで、シーン毎に
置き換えを禁止するロック設定ができるようにしている。
【００７０】
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シーン＃１を例に挙げる。作成者は、シーン＃１としたクリップ（M001.mpg）はそのまま
使うことを予定しているため、テンプレート表示５２内でシーン＃１を選択状態とし、メ
ニューキー４２を押して、図１５のメニュー表示５３を表示させる。そしてメニュー表示
５３から「ロック」を選択する。すると、図示するようにサブメニュー表示５３ａが表示
され、作成者は「ロックする」を選択する操作を行う。この操作によって、シーン＃１が
ロックされる。
システムコントローラ１１の処理としては、メニュー表示５３の「ロック」及びサブメニ
ュー表示５３ａの「ロックする」が選択された場合、ステップＦ１０９に進み、選択中の
シーンをロック設定する処理を行うものとなる。即ちテンプレートデータにおいて、シー
ン＃１についてロックを示す情報（例えばフラグデータ）をオンとする。
【００７１】
またメニュー表示５３から「コピー」や「消去」が選択された場合は、同様に選択中のシ
ーンについてのコピーや消去が行われる。
「コピー」が選択された場合、システムコントローラ１１はステップＦ１０６からＦ１１
０に進み、選択中のシーンを複製する。つまりテンプレート表示５２内及び作成中のテン
プレートデータに新たに同じクリップの１シーンを追加することになる。
また「消去」が選択された場合、システムコントローラ１１はステップＦ１０６からＦ１
１１に進み、選択中のシーンを消去する。つまりテンプレート表示５２内及び作成中のテ
ンプレートデータから、１シーンを消去する。
【００７２】
メニュー表示からの処理（Ｆ１０７，Ｆ１０９，Ｆ１１０，Ｆ１１１）が終了したら、シ
ステムコントローラ１１はステップＦ１０１に戻る。
またメニュー表示５３において「戻る」が選択された場合、システムコントローラ１１は
ステップＦ１０８でメニュー表示を終了させるように制御してステップＦ１０１に戻る。
【００７３】
なお、ここではメニュー表示５３からの操作／処理の例を４つ挙げたが、これらはメニュ
ー形式でなく、専用の操作キー或いは特定の操作手順が設けられても良い。
また、これ以外にも有用な処理は考えられ、例えば上記メニュー形式のようにして実行で
きるようにするとよい。例えば既に或るシーンとして設定したクリップを、他のクリップ
に変更する処理などもテンプレート作成上、有用である。
【００７４】
作成者は、テンプレート表示５２を確認して、テンプレートが作成できたと考えたら、モ
ード終了操作を行う。モード終了操作は、例えば上記メニュー表示５３内で選択できるよ
うにしてもよいし、モード終了のための特定の操作が設定されても良い。
モード終了操作があった場合、システムコントローラ１１はステップＦ１０５からＦ１１
２に進み、その時点で保持されているテンプレートデータを、テンプレートファイルとし
てディスク９０に記録させる。
【００７５】
図１６のようなテンプレートが作成された場合、システムコントローラ１１が保持するテ
ンプレートデータとしては、シーン＃１～＃５に対応して、それぞれファイル名が示され
たデータである。またシーン＃１、＃３、＃５がロック設定されたとすると、これらシー
ン＃１、＃３、＃５についてロックフラグがオンとされている。
このようなテンプレートデータを図１７（ａ）に示すようにテンプレートファイルＴＦ１
としてディスク９０に記録する。
図１７（ｂ）にテンプレートファイルＴＦ１の内容例を示すが、この場合、図示するよう
に、シーンシーケンス管理リストにおいてシーンナンバに対応してそれぞれ特定のファイ
ル名及びロックフラグが示された内容となる。この場合、シーン＃１，＃３，＃５につい
て動画映像クリップとしてのファイルが示され、シーン＃２，＃４については、撮像指示
情報を表す静止画クリップとしてのファイルが示されている。
【００７６】
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このようにステップＦ１１２でのテンプレートファイルの記録とともに、システムコント
ローラ１１はステップＦ１１３でテンプレート作成モード画面を終了させて、テンプレー
ト作成モードを終了する。
【００７７】
以上によって１つのテンプレートが作成されるものとなり、このテンプレートを用いて後
述するように撮像を行い、コンテンツを完成させることができる。
特に図４のようなコンテンツを予定する図１６のようなテンプレートの場合、シーン＃２
，＃４についてのみ現場で参加者の撮像を行えばよいものである。
また従って、当該テンプレート（テンプレートファイルＴＦ１）を一旦作成した後は、そ
のテンプレートを用いて、参加者毎にシーン＃２，＃４の撮像を行えば、各参加者に異な
るコンテンツを制作できるものとなり、テンプレートをコンテンツ毎に毎回作成する必要
はない。
【００７８】
なお、少なくとも１つのテンプレートファイルＴＦ１をディスク９０に記録しておくこと
で、後述するテンプレートを使用した撮像（コンテンツ制作）を行うことができるが、も
ちろん複数のテンプレートを作成し、撮像時にテンプレートを選択するようにしてもよい
。
また、テンプレート作成モードにおいては、既にテンプレートファイルとして記録されて
いる既存のテンプレートを編集することも可能である。
即ち、テンプレート作成モードで既存のテンプレートを選択できるようにし、上記の図９
の処理でシーンを追加したり、メニュー操作による処理を行ってテンプレート内容を変更
できる。このようにして変更したテンプレート内容で、既存のテンプレートファイルを更
新してもよいし、新規テンプレートファイルとして記録させても良い。
【００７９】
また、本例ではテンプレートファイルをディスク９０に記録するものとしたが、例えばビ
デオカメラ１においてディスク９０ではなく、フラッシュメモリ２４などの他の記録媒体
にテンプレートファイルを記録するようにしても良い。
【００８０】
また、ビデオカメラ１においてテンプレートを作成する例としているが、他の情報処理装
置（パーソナルコンピュータ）などにおいて図９の処理を実行するアプリケーションを起
動させ、その装置でテンプレートファイルを生成することもできる。
その場合は、情報処理装置側で、ビデオカメラ１で用いるディスク９０にそのテンプレー
トファイル及び必要なクリップを記録させて、該ディスク９０をビデオカメラ１側でその
後の撮像に使用するようにする。或いは、情報処理装置側で作成したテンプレートファイ
ルや必要なクリップをビデオカメラ１に転送し、ディスク９０（或いはフラッシュメモリ
２４等）に記録させる。
【００８１】
４．撮像モード
続いて、上記図４のコンテンツを制作するために、上記のように作成したテンプレートを
使用して撮像を行う撮像モードの動作を説明する。
ビデオカメラ１においては、例えば上記図１７のように各ファイルが記録されているディ
スク９０を装填することで、テンプレートファイルＴＦ１を利用した撮像モードが可能と
なる。
ビデオカメラ１により撮像を行うカメラマンは、例えばナビゲーションキー４３を押すこ
とで、テンプレートを使用した撮像モードとすることができる。
【００８２】
撮像モードとされた場合のシステムコントローラ１１の処理を図１８に示し、また図１９
～図２１、図２３、図２４、図２６に液晶表示部２９（又はビューファインダ３１でもよ
い）での画面表示例を示しながら、撮像モード時の動作を説明する。
【００８３】
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撮像モードとされると、システムコントローラ１１は図１８のステップＦ２０１に進み、
撮像モード画面を液晶表示部２９に表示させる。また、その撮像モード画面に対するカメ
ラマンの操作に応じた表示制御も行う。
撮像モード画面は、例えば図１９のようになる。この場合、画面上には、その時点でカメ
ラ部１２によってとらえている風景（つまり撮像スタンバイ状態での被写体の風景）が映
し出されているが、例えば画面下部において、テンプレート表示５２を実行させる。
このテンプレート表示５２では、図１６のようなテンプレートの各シーンが、テンプレー
トファイルＴＦ１によって示されるファイルのインデックス画像により表示される。図１
９では３つのインデックス画像しか表示されていないが、システムコントローラ１１は、
このテンプレートの各シーンの画像をカメラマンの操作に応じて左右にスクロールさせ、
全てのシーンの画像が確認できるようにする。
【００８４】
なお、ディスク９０に複数のテンプレートファイルが記録されている場合は、システムコ
ントローラ１１は、撮像モードで利用するテンプレートファイルをカメラマンに選択させ
る処理を行うようにすればよい。
【００８５】
カメラマンは、このようなテンプレート表示５２を確認して、撮像するシーンを選択する
。
即ち、カメラマンがジョグダイヤル４１を回動操作していくことで、テンプレート表示５
２の中のシーンのひとつが、つぎつぎとハイライト表示される。もちろん操作に応じてス
クロールされながら、１つがハイライト表示となる。図１９にはシーン＃２とされた静止
画ファイル（S007.jpg）がハイライト表示されている状態を示している。
【００８６】
テンプレートの各シーンを確認することで、カメラマンはどのシーンを撮影すべきかを把
握できる。即ち、静止画として撮像のガイドが示されているシーンを、撮像すべきシーン
として理解できる。
そして、テンプレート表示においてシーンを選択した状態で、撮像を実行すれば、その撮
像した映像（撮像によりディスク９０に記録されたクリップ）は、選択中のシーンに関連
づけられたファイルとして管理されるものとなる。
つまりカメラマンは、テンプレート表示を確認して、どのシーンの撮像が必要かを把握し
たら、そのシーンを選択状態にして、実際の撮像を行えばよい。
【００８７】
システムコントローラ１１は、ステップＦ２０１では、このように被写体に重ねてのテン
プレート表示５２を実行させ、またカメラマンの操作に応じてシーンの選択状態を示す表
示制御を行うものとなる。
【００８８】
テンプレート表示５２において或るシーンが選択された状態では、カメラマンの操作によ
り、プレビュー表示を実行させることができる。
例えば図１９のように静止画によるガイド文字のクリップとされているシーン＃２につい
て撮像しようとする場合、カメラマンはこのシーン＃２とされている映像をプレビュー表
示により見て撮像指示や時間を確認する。
その場合カメラマンは、図１９のようにシーン＃２を選択状態にした上で、プレビュー操
作を行う。例えば再生キー４４を押す。
【００８９】
この場合、システムコントローラ１１の処理はステップＦ２０１でシーン＃２が選択状態
とされたことに続いて、ステップＦ２０３でのプレビュー操作を検知することになり、ス
テップＦ２０５に進んで選択中のシーンのプレビューを実行させる。シーン＃２について
は、図１７（ｂ）のようにクリップ（S007.jpg）が指定されているため、この場合システ
ムコントローラ１１は、記録再生部１６にファイルS007.jpgの再生を指示する。これによ
って液晶表示部２９では図２０のようにファイルS007.jpgの再生画像が表示される。
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なお、このように静止画ファイルの場合は、システムコントローラ１１はステップＦ２０
５で図２０のような表示を一定時間実行させた後、自動的に終了し、ステップＦ２０１に
戻る。もちろん、カメラマンがプレビュー終了操作を行えば（例えば停止キー４５）、一
定時間経過していなくても、プレビュー表示を終了させればよい。
【００９０】
プレビュー表示については、シーン＃１などの動画ファイルが指定されているシーンにつ
いても実行できる。例え現場での撮像が不要なシーンであっても、カメラマンが各シーン
をプレビューできることは、コンテンツの各シーンの流れを理解することに好適である。
カメラマンが例えばシーン＃１を選択してプレビュー操作を行った場合、システムコント
ローラ１１は同様にステップＦ２０５でシーン＃１の映像、即ち動画ファイルであるクリ
ップ（M001.mpg）を、記録再生部１６に再生させ、液晶表示部２９に表示される。動画フ
ァイルの場合は、その動画映像の再生が完了した時点（或いはカメラマンがプレビュー終
了操作をした時点）でプレビューを終了させ、ステップＦ２０１に戻る。
【００９１】
実際の撮像は、カメラマンが、テンプレート表示５２において或るシーンを選択した状態
で、撮像開始操作を行うことで開始される。
システムコントローラ１１の処理としては、ステップＦ２０４で撮像開始操作（例えば記
録キー４８の操作や、選択状態でのジョグダイヤル４１の押圧操作）を検知することで、
撮像を開始する。
ただし、撮像（記録）の開始に際しては、ステップＦ２０６で、選択中のシーンがロック
されていないかどうかを確認するようにしている。
上述のように、テンプレートにおいて撮像したクリップによって置き換えないシーンは、
そのテンプレート設定の保護の意味や、カメラマンによる無駄な撮像を防止するために、
テンプレート上のシーン毎にロック設定できる。
図１６のテンプレート（図１７のテンプレートファイルＴＦ１）では、シーン＃１，＃３
，＃５がロックされている。
もしカメラマンが、誤って撮像不要なシーン＃１を選択状態にして撮像開始操作を行った
場合は、システムコントローラ１１はステップＦ２０６で選択中のシーンがロックされて
いると判断し、ステップＦ２０７に進んでメッセージを表示する。例えば液晶表示部２９
に「選択されたシーンはロックされています」或いは「選択されたシーンは撮像不要です
」などといったメッセージを表示させる。そして撮像を開始せずにステップＦ２０１に戻
る。
これによって誤ったシーンに対応させての撮像や無駄な撮像が回避される。
【００９２】
一方、例えばカメラマンが、シーン＃２を選択状態にして撮像開始操作を行った場合、シ
ステムコントローラ１１はステップＦ２０６で当該シーン＃２がロックされていないシー
ンであると確認し、ステップＦ２０８に進んで撮像（ディスク９０への記録）を開始する
制御を行う。
即ち、システムコントローラ１１は、カメラ部１２で得られる撮像映像データ（及びマイ
クロホン３３で得られる音声データ）の、ディスク９０への記録処理を実行させる。
液晶表示部２９においては、システムコントローラ１１は図２１に示すように、撮像中の
映像を表示させるように制御する。
また、図２１の画面においては、システムコントローラ１１は撮像しているシーンのナン
バ表示６１やタイムコード表示６２，６３を実行させる。例えば図２１の場合、ナンバ表
示６１を「クリップ　０２／０５」として、選択されたシーン＃２のためのクリップの撮
像であることを示すようにしている。
またタイムコード表示６２は「ナビ　００：０１：３１」のように、当該クリップの撮像
開始からの進行時間（時／分／秒）を表示する。
またタイムコード表示６３は「００：１０：１１」のように、テンプレートで生成される
コンテンツのトータルタイムを進行時間（時／分／秒）により表示する。この場合、シー
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ン＃１，＃３，＃５が動画としてテンプレートに設定されているため、これらの各動画の
時間長に、現在撮像しているシーン＃２の撮像時間を加算したものがコンテンツの現時点
でのトータルタイムとして表示されるものとなる。各シーンの時間長は、例えばディスク
９０のクリップ管理ファイルの情報から得ることができる。例えばシーン＃１であれば、
クリップ管理ファイルに管理されているファイルM001.mpgのデータ長から換算してもよい
。また再生時間長そのものが管理されるようにしてもよい。
【００９３】
撮像処理は、カメラマンの撮像開始操作から終了操作の間、継続されればよい。カメラマ
ンは、プレビュー表示により確認した時間の目安に沿って、適切な時間長で撮像を行う。
そして撮像を終える際に撮像停止操作（再度の記録キー４８の操作、又は停止キー４５の
操作）を行う。
システムコントローラ１１は撮像停止操作を検知したら、ステップＦ２０９からＦ２１０
に進み、撮像終了として、記録再生部１６での記録動作を終了させる。
【００９４】
そしてステップＦ２１１に進んで、記録再生部１６に今回撮像したクリップについてのイ
ンデックス画像の作成を実行させ、またステップＦ２１２で今回の撮像に応じてディスク
９０上のクリップ管理ファイルやテンプレートファイルの更新を実行させる。
即ち図２２（ａ）に示すように、今回撮像した映像データによるクリップを、１つの動画
ファイル（M009.mpg）として管理されるように、クリップ管理ファイルの内容を更新させ
る。
また、今回の撮像が、テンプレートファイルＴＦ１におけるシーン＃２の選択状態で行わ
れたとした場合、図２２（ｂ）に示すように、テンプレートファイルＴＦ１内におけるシ
ーン対応管理リストを生成／更新させ、撮像したクリップ（M009.mpg）を、シーン＃２に
関連づけられたものとして管理された状態とする。
【００９５】
またステップＦ２１３では、このように撮像終了に応じて液晶表示部２９にクリップ置換
画面を表示させる。
例えば図２３のように、撮像クリップ表示５４として、撮像を終えたクリップのインデッ
クス画像を表示させ、選択中であるシーン＃２としてテンプレート上で設定されているク
リップ（S007.jpg）を、この撮像を終えたクリップ（M009.mpg）に置き換えるか否かを尋
ねる表示を行う。
【００９６】
テンプレート上のシーンを撮像したクリップに置換することは、テンプレートをコンテン
ツとして完成させていく過程として、実際の撮像映像をテンプレートに当てはめていくも
のであり、テンプレートの編集に相当するものである。
カメラマンは、この撮像直後の時点で、クリップ置き換えを指示する操作を行っても良い
し、置き換えは後回しにしてもよい。
【００９７】
置き換えを行う場合は、カメラマンはジョグダイヤル４１の回動及び押圧操作で、図２３
の画面上で「はい」を選択する。するとシステムコントローラ１１の処理はステップＦ２
１４からＦ２１５に進み、置き換えが実行されるようにテンプレートファイルＴＦ１を更
新するように記録再生部１６に指示する。
この場合、テンプレートファイルＴＦ１は、図２２の状態から図２５の状態に更新される
。即ち、図２２の状態ではテンプレートファイルＴＦ１におけるシーンシーケンス管理リ
ストにおいては、シーン＃２に対応してクリップ（S007.jpg）が設定されていたが、これ
を図２５のようにクリップ（M009.mpg）に更新する。これによって、今回撮像されたクリ
ップ（M009.mpg）が、テンプレートファイルＴＦ１におけるシーン＃２として嵌め込まれ
たことになる。
【００９８】
そしてシステムコントローラ１１はステップＦ２１６に進み、表示上での置き換えと共に



(21) JP 4093020 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

、選択状態を次のアンロックのシーンに移行させた表示を実行させ、ステップＦ２０１に
戻る。
例えば図２４に示すように、テンプレート表示５２におけるシーン＃２を、今回撮像した
クリップ（M009.mpg）のインデックス画像に変更させる。また次のアンロックシーンはシ
ーン＃４であるため、テンプレート表示５２をスクロールさせてシーン＃４を選択状態と
する。
【００９９】
このようにしてステップＦ２０１に戻れば、カメラマンは次に撮像が必要なシーン＃４が
既に選択された状態であるため、選択操作を行うことなく、撮像開始操作によりシーン＃
４に対応した撮像を実行できる。
また、自動選択されたシーン＃４ではなく、他のシーンの撮像を行いたい場合は、通常に
シーン選択操作を行えばよい。
【０１００】
なお、クリップ置き換えが行われても、置き換えられたクリップ（上記の場合はクリップ
（S007.jpg））は、ディスク９０から消去されるわけではない。従って、置き換え後に元
に戻す置き換えも可能である。
上記のように撮像モード中は、撮像直後に、撮像したクリップを対応シーンに置き換える
ことが可能とされるが、より自由度の高い置き換えは、後述するシーン再選択モードやク
リップランダム選択モードで可能となる。
【０１０１】
上記図２３の画面が表示された際に、カメラマンが置き換えを行わないとして「いいえ」
を選択した場合は、システムコントローラ１１の処理はステップＦ２１４からＦ２０１に
戻る。この場合、画面上は図２６のように、シーン選択状態は変更されず、置き換え問い
合わせの文字が消されるのみとなる。
シーン＃２が選択状態であることから、撮像クリップ表示５４としては、図２２のように
シーン＃２に関連づけられているクリップ（M009.mpg）のインデックス画像が示されてい
る。
【０１０２】
このようにしてステップＦ２０１に戻った場合、カメラマンがそのまま撮像開始操作すれ
ば、再びシーン＃２に対応した撮像が行われる。つまり、再度シーン＃２としての別テイ
クを撮りたいと思う場合に便利である。
もちろん、別テイクを撮らず、他のシーンの撮像を行いたい場合は、通常にシーン選択操
作を行えばよい。
【０１０３】
カメラマンは必要な撮像を終えたら、撮像モードの終了操作を行えばよい。するとシステ
ムコントローラ１１はステップＦ２０２から撮像モード処理を終える。
【０１０４】
このような図１８の処理により、カメラマンは、任意のシーンを選択して、シーンに関連
づけられるクリップを撮像していくことができ、また、１つのシーンに対して複数のクリ
ップをテイク１，テイク２・・・として撮像していくことができる。
また、撮像したクリップは、撮像直後にテンプレート上に当てはめることもできるし、テ
ンプレート上のクリップの置き換えは後に行うこととしても良く、状況に応じて選択でき
る。
【０１０５】
今、カメラマンが、シーン＃２を選択した状態で、３回撮像を行い、またシーン＃４を選
択した状態で２回撮像を行ったとする場合で、クリップの置き換えを行っていない場合を
図２７に示し、クリップの置き換えを実行した場合を図２８に示している。
【０１０６】
図２７（ａ）、図２８（ａ）には、合計５回の撮像により、ディスク９０に５つの新規フ
ァイルM009.mpg、M010.mpg、M011.mpg、M012.mpg、M013.mpgが記録された状態を示してい
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る。
図２７の場合、クリップ置換されていないものであり、テンプレートファイルＴＦ１では
、図２７（ｂ）に示すように、シーンシーケンス管理リストにおいてシーン＃２，＃４に
対応するファイルは、テンプレート作成時のまま、つまりクリップS007.jpg、S008.jpgと
されている。
そしてシーン対応管理リストでは、シーン＃２にファイルM009.mpg、M010.mpg、M011.mpg
が、それぞれテイク１，２，３として関連づけられており、またシーン＃４にファイルM0
12.mpg、M013.mpgがテイク１，２として関連づけられている。
このような状態で撮像モードを終えた場合は、その後、コンテンツ完成のためにクリップ
置き換えを行うことが必要になり、後述するシーン再選択モード、又はクリップランダム
選択モードの処理が行われることになる。
【０１０７】
一方、図２８は撮像モード中にクリップ置き換えを実行した場合であり、図２８（ｂ）に
示すテンプレートファイルＴＦ１では、そのシーンシーケンス管理リストにおいてシーン
＃２に対応するファイルは、クリップ（M009.mpg）に置き換えられ、シーン＃４に対応す
るファイルは、クリップ（M013.mpg）に置き換えられている。なお、シーン対応管理リス
トは、図２７と同様である。
この状態で撮像モードを終えた場合は、その時点でコンテンツ完成とすることができる。
つまりシーンシーケンス管理リストにおけるファイル指定に従って再生を行うと、それは
即ち完成品のコンテンツとなる。
ただし、何らかの都合で他のクリップに替えたい場合（例えばシーン＃２の設定をM009.m
pgからM010.mpgに替えたい場合など）は、後述するシーン再選択モード、又はクリップラ
ンダム選択モードの処理で対処できる。
【０１０８】
なお、撮像モード中に一部のシーンについてはクリップ置き換えを行い、他のシーンにつ
いてはクリップ置き換えを行わないということも、当然あり得る。
【０１０９】
ところで、撮像されたクリップは、図２２，図２７，図２８のようにシーン対応管理リス
トによってシーンに関連づけられて管理される。
このように管理されたクリップは、ステップＦ２０１でのシーン選択を行う画面上でイン
デックス画像として表示される。例えば上記図２６に一例を示したが、撮像されたクリッ
プ（M009.mpg）が、図２２のようにシーン＃２に関連づけられた状態では、ステップＦ２
０１でのシーン選択処理においてシーン＃２が選択状態となった際に、撮像クリップ表示
５４でクリップ（M009.mpg）がインデックス表示される。
また、図２７のように、シーン＃２にファイルM009.mpg、M010.mpg、M011.mpgが関連づけ
られた後においては、テンプレート表示５２においてシーン＃２が選択された状態では、
クリップM009.mpg、M010.mpg、M011.mpgのインデックス画像が、表示されることになる。
これによってカメラマンは、撮像モード中に、各シーンに対応して撮像したクリップを確
認できることになる。
【０１１０】
また、上記図１８のステップＦ２０５のプレビューでは、テンプレート表示５２において
選択したシーンのプレビューが行われると説明したが、このように撮像クリップ表示５４
において表示されているクリップを選択状態にしてプレビュー操作を行うことで、そのク
リップ（つまり撮像したクリップ）をプレビュー表示させることもできる。つまりシステ
ムコントローラ１１は撮像クリップ表示５４内の或るクリップが選択状態であるときに、
ステップＦ２０３でプレビュー操作を検知した場合は、ステップＦ２０５において、その
選択状態のクリップのファイル再生を記録再生部１６に指示することになる。これによっ
てカメラマンは、撮像後に、撮像したクリップ内容を詳細に確認できる。
【０１１１】
５．シーン再選択モード
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例えば使用者がナビゲーションキー４３を押すこと、或いはメニュー操作（メニューキー
４２）を行うなどの操作手法で、ビデオカメラ１をシーン再選択モードとすることで、テ
ンプレートの各シーンについてのクリップ選択、つまり上記したクリップ置き換えを行う
ことができる。
【０１１２】
例えば上記図２７の状態で撮像モードを終えた場合、シーン＃２，＃４についてクリップ
置き換えを行わなければコンテンツは完成しない。また、図２８の状態で撮像モードを終
えた場合でも、クリップ置き換えをやり直したい場合もある。
このためシーン再選択モードが用意される。
【０１１３】
図２９にシーン再選択モードの際のシステムコントローラ１１の処理を示し、また図３０
，図３１，図３２に液晶表示部２９（又はビューファインダ３１）での表示画面例を示す
。
シーン再選択モードの操作が行われると、システムコントローラ１１は図２９のステップ
Ｆ３０１で、シーン再選択モードの画面を液晶表示部２９に表示させる。また、そのシー
ン再選択モード画面に対する使用者の操作に応じた表示制御も行う。
【０１１４】
シーン再選択モード画面は、例えば図３０のようになる。この場合、画面下段のテンプレ
ート表示５２として、その時点でテンプレートファイルＴＦ１におけるシーンシーケンス
管理リストに設定されているシーン構成でのテンプレートの各シーンが表示される。テン
プレート表示５２においては、クリップ置き換えが可能なシーンの１つ（この場合シーン
＃２）が自動的に選択状態されている。
また、画面上段には撮像クリップ表示５４として、テンプレート表示５２において選択状
態のシーンに関連づけられているクリップが表示される。
【０１１５】
いま、この図３０の画面例は、上記図２８のテンプレートファイルＴＦ１に対応した表示
例としている。
つまり、シーン＃２、＃４は、撮像モード時にクリップ置き換えが行われたとした例であ
り、シーン＃２としては、撮像され関連づけられたテイク１としてのクリップ（M009.mpg
）が設定されている。図３０のテンプレート表示５２におけるシーン＃２とされている画
像は、クリップ（M009.mpg）のインデックス画像である。このテンプレート表示５２には
「Take １」という表示があり、これでこのシーン＃２には１番目に撮像したクリップが
現時点で設定されていることを表している。
また、図２８のシーン対応管理リストに示したように、シーン＃２については３回撮像が
行われ、シーン＃２にファイルM009.mpg、M010.mpg、M011.mpgが関連づけられている。そ
して図３０ではテンプレート表示５２においてシーン＃２が選択状態であるため、撮像ク
リップ表示５４には、シーン＃２についてのテイク１，２，３として関連づけられている
クリップM009.mpg、M010.mpg、M011.mpgのインデックス画像が表示されることになる。
もちろんより多数のクリップが関連づけられていれば、スクロール表示で対応する。
【０１１６】
なお、このシーン再選択モードでは、シーン対応管理ファイルで対応づけられたクリップ
が存在するシーンのみについて、クリップ置き換えが可能とされる。従って図２８の状態
の場合、シーン＃２，＃４が置き換え可能である。
このため、シーン再選択モードとされた際に、図３０のようにテンプレート表示５２にお
いては、クリップ置き換えが可能なシーンの１つ（シーン＃２）が自動的に選択状態され
ていることは、使用者の操作性として便利なものとなる。
この画面状態から、使用者がシーン＃４についてのクリップ置き換えを望む場合は、当然
シーン選択操作によりシーン＃４を選択状態とすればよい。図示しないがその場合、撮像
クリップ表示５４にはクリップM012.mpg、M013.mpgのインデックス画像が表示される。
【０１１７】
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また、置き換えが可能なシーンのみがジョグダイヤル４１の操作によって選択できるよう
にしても好適である。つまりこの例の場合、ジョグダイヤル４１の操作によって、シーン
＃２と＃４のみにカーソル移動可能で、他のシーン＃１，＃３，＃５は選択できないよう
にしてもよい。
もちろん初期状態でシーンを自動選択しないで、使用者がジョグダイヤル４１を操作する
ことに応じて初めて或るシーンが選択されるようにしてもよい。
【０１１８】
図３０のように初期状態ではカーソルは下段のテンプレート表示５２上にある。そして自
動又は手動により或るシーンが選択状態とされる。シーン選択操作に対応する表示処理は
ステップＦ３０１で行われる。
或るシーンが選択状態にあるときに、使用者がジョグダイヤル４１を押すと、カーソルが
今度は上段の撮像クリップ表示５４側に移動する。
システムコントローラ１１は、このような操作をテイク選択への移行操作と認識し、ステ
ップＦ３０３からＦ３０４に進んで、カーソルを上段に移動させたテイク選択表示の制御
を行う。
使用者は、ジョグダイヤル４１を回すことで希望するクリップを、撮りためた中から選択
することができる。例えば図３１は、テイク２としてのクリップ（M010.mpg）を選択した
状態を示している。システムコントローラ１１はステップＦ３０４において、このような
テイク選択操作に応じた表示制御を行う。
【０１１９】
なお、このように或るテイクが選択された状態では、使用者の操作により、プレビュー表
示を実行させることができる。
テイク選択状態でプレビュー操作（再生キー４４）が行われると、システムコントローラ
１１の処理はステップＦ３０５からＦ３０８に進んで選択中のテイクのプレビューを実行
させる。図３１のようにテイク２としてのクリップ（M010.mpg）を選択した状態からのプ
レビュー操作であれば、システムコントローラ１１は、記録再生部１６にファイルM010.m
pgの再生を指示する。これによって液晶表示部２９にファイルM010.mpgの再生画像が表示
される。
この場合も、選択されたテイクが静止画であれば一定時間、動画であれば再生終了までプ
レビュー表示を行う。またいずれの場合であっても、使用者がプレビュー終了操作（例え
ば停止キー４５）を行えばプレビュー表示を終了させる。
【０１２０】
また、テイク選択状態、つまりカーソルが上段に移った状態において使用者がキャンセル
操作を行った場合は、ステップＦ３０６からステップＦ３０１に戻る。つまりカーソルが
下段とされるシーン選択画面に戻る。
【０１２１】
使用者が、クリップ置き換えを実行させる際には、例えば図３１のように或るテイクを選
択した状態でテイク確定操作を行う。即ちステップＦ３０４でのテイク選択表示において
ジョグダイヤル４１の回動操作によって所望のテイクを選択した上で、ジョグダイヤル４
１を押圧する確定操作を行う。
するとシステムコントローラ１１の処理はステップＦ３０７からＦ３０９に進み、シーン
置き換え表示を行う。
例えば使用者が図３１のようにテイク２を選択して確定させた場合、システムコントロー
ラ１１はステップＦ３０９では図３２のようにシーン＃２をテイク２に置き換えた表示を
実行させる。
【０１２２】
そしてステップＦ３１０ではクリップ置換をテンプレートファイルＴＦ１上でも実現させ
る。即ち、記録再生部１６に指示してテンプレートファイルＴＦ１を更新させる。具体的
には上記図２８のように、シーンシーケンス管理リストにおいてシーン＃２に対応するク
リップがクリップ（M009.mpg）とされていたものを、図３３に示すようにクリップ（M010
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.mpg）に更新する書換処理を実行させる。
【０１２３】
この処理でクリップ置き換えが完了する。システムコントローラ１１はステップＦ３１１
で、シーン選択状態を次の置換可能シーン（この場合シーン＃４）に変更して、ステップ
Ｆ３０１に戻る。
使用者は、シーン＃４についてもクリップ置き換えを行うのであれば、同様の操作で実行
できる。
【０１２４】
使用者がモード終了操作を行った場合は、システムコントローラ１１はステップＦ３０２
からシーン再選択モードを終了する。
このようなシーン再選択モードにより、撮像後に撮像したクリップの中からコンテンツに
採用するクリップを任意に選択することができる。
【０１２５】
なお、ステップＦ３０８では、選択中のテイクについてプレビュー可能としたが、ステッ
プＦ３０１で選択されたシーンについても、プレビュー可能としても好適である。
また、クリップ置き換えが可能なシーンは、シーン対応管理ファイルでシーンに関連づけ
られた撮像クリップが存在するシーンとしたが、関連づけられた撮像クリップが複数個存
在するシーンのみに限定しても良い。
【０１２６】
６．クリップランダム選択モード
クリップランダム選択モードは、基本的には上記シーン再選択モードと同様に、シーンに
対応するクリップを置き換えることができるモードである。
但し、上記シーン再選択モードでは、シーン対応管理ファイルでシーンに関連づけられた
撮像クリップが存在するシーンについて、その関連づけられたクリップ内の範囲で置き換
えるクリップを選択可能としたが、クリップランダム選択モードでは、各シーンについて
クリップを無制限に選択可能とするものである。
【０１２７】
つまり、例えば図３３（ａ）のように各種クリップ（ファイルM001.mpg～M013.mpg）が記
録されている状態では、各シーンについて、ディスク９０に記録されている全クリップの
中から選択して置き換えを行うことができるものとされる。
基本的な処理は図２９と同様であるため詳述は避けるが、異なる点は、テンプレート表示
５２において全てのシーンについて選択状態とすることができることと、撮像クリップ表
示５４でのテイク選択としては、ディスク９０に記録された全てのクリップを選択候補と
することである。
従って、シーン＃１としてのクリップを選びなおして設定したり、シーン＃２としてシー
ン＃４に関連づけられているクリップを設定することも可能となる。
【０１２８】
７．完成コンテンツの再生
上記の撮像モードで撮像やクリップ置き換えを行い、また或いは必要に応じてシーン再選
択モードやクリップランダム選択モードでクリップ置き換えを行うことで、コンテンツが
完成する。
即ちテンプレートファイルＴＦ１においてシーンシーケンス管理ファイルに記述された各
シーン毎のクリップが、完成コンテンツを形成する各シーンとなる。
【０１２９】
使用者は、ビデオカメラ１のメニュー操作でテンプレート連続再生を選択すると、テンプ
レートファイルＴＦ１で設定された各シーンのクリップがシームレスに再生される。つま
りシステムコントローラ１１は記録再生部１６に、シーンシーケンス管理ファイルに記述
されているクリップを順次再生させる。
その再生された映像は、即ち完成されたコンテンツの映像である。
例えばそのコンテンツの映像を外部インターフェース２０から出力して記録装置に取り込
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み、他のディスクやビデオテープ等の記録媒体にダビングして、保存や販売等を行うこと
ができる。
【０１３０】
８．実施の形態の効果
以上の実施の形態によれば、次のような効果が得られる。
・ディスク９０に記録されている動画や静止画としての映像素材（クリップ）を順番に選
択設定していくことで、一連のシーンの流れが設定された撮像用テンプレートを作成する
ことができ、従ってコンテンツの企画に不慣れなユーザーであっても、コンテンツ企画を
テンプレート作成という形で、容易且つ短時間で行うことができる。
・テンプレートには各シーンにクリップを当てはめていくものであり、完成されるコンテ
ンツをイメージしやすく、その点でも熟練を要せずに、或る程度の水準、コンテンツ企画
を行うことができる。例えば業務用としての水準を持つコンテンツ制作にも適している。
・例えば業務用などとして、１回作成したテンプレートを何度も使用できるため、効率的
である。
・ビデオカメラ１（或いはパーソナルコンピュータ）においてテンプレート作成を行うこ
とで大規模な装置を必要としない。ビデオカメラ１を用いてテンプレート作成を行えば、
そのまま撮像に移行できる。
・テンプレートについてはシーンの並び換え、消去、複製などを実行できることでフレキ
シブル且つ効率の良いテンプレート作成ができる。
・シーンのロック設定が可能であることで、撮像時以降に必要なシーンが置き換えられて
しまうといった誤操作を防止できる。
・撮像が必要なシーンに対応するクリップは、例えば指示内容を書いた紙やボードの静止
画像として得ることで、簡単に用意できる。これもテンプレート作成の容易性を促進する
。
【０１３１】
・撮像はテンプレートに従ってシーンを選択して実行すればよく、また撮像したクリップ
をテンプレートにおけるシーンのクリップと置き換えて行くことで、コンテンツを完成さ
せることができる。従って、専門知識や技能を有する熟練者でなくても簡易且つ能率的に
、しかも簡略な機材のみで迅速に映像コンテンツを制作できる。コンテンツ完成までの編
集の手間も、クリップの置き換えという最小限となる。
・完成品のコンテンツを予定したテンプレートをガイドとして撮像を行えば良いため、シ
ーンの撮り忘れ、不要な風景等の撮像、冗長な撮像なども防止できる。
・特に新規な撮像が不要なシーンは、テンプレートのシーンとして設定されたクリップを
そのまま完成品のコンテンツに使用できるため、撮像は最小限とできる。またこれは、一
部のシーンのみを変更したコンテンツを多数制作する場合などに好適である。
【０１３２】
・撮像したクリップは、選択されたシーンに関連づけられて管理されることで、カメラマ
ン等が撮像したクリップについての管理を意識的に注意して操作する必要はない。
・撮像したクリップが選択されたシーンに関連づけられて管理されるため、撮像の順番は
、シーンの順番に限らず任意に実行できる。従って撮像スケジュールの自由度が高いもの
となる。
・テンプレートの１つのシーンに対して複数のテイクとなるクリップが管理でき、例えば
取り直しやテイク選択を行うことに便利となる。
【０１３３】
・テンプレートの各シーンに設定されたクリップや、撮像したクリップ（テイク）は、イ
ンデックス画像により表示されるため、使用者のシーンや撮像内容、撮像状況の把握が容
易となる。またインデックス画像の表示は、シーン選択のための操作そのものにも便利で
ある。
・またプレビュー表示により各シーンに設定されたクリップや、撮像したクリップ（テイ
ク）を詳しく確認できるため、撮像やクリップ置き換えの際に好適である。



(27) JP 4093020 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

・テンプレートのシーンとされるクリップ置き換えは、撮像モード、シーン再選択モード
、クリップランダム選択モードにより、状況に応じて実行でき、時間的自由度、さらには
編集内容としての自由度が高い。
・テンプレートは、クリップを記録したディスク９０に記録されていることで、１つのデ
ィスク９０を用いて、テンプレート作成、撮像からコンテンツ完成までを実現できる。
【０１３４】
９．変形例
以上、実施の形態について説明してきたが、本発明は上記例に限らず、各種の変形が可能
である。
ビデオカメラ１の構成は図１，図２の構成に限定されない。
テンプレート作成はビデオカメラ１で行うだけでなく、パーソナルコンピュータその他の
情報処理機器、ＡＶ機器において実行できるようにすることもできる。その場合、作成し
たテンプレートは、ビデオカメラ１に外部インターフェース２０を介して転送するだけで
なく、ビデオカメラ１が通信部２１を備えることで、遠隔地からの無線又は有線の通信に
より転送することもできる。もちろんテンプレート上に設定されたクリップについての同
様に通信してもよい。
ビデオカメラ１では、受信されたテンプレートやクリップ、ディスク９０に記録すること
で、上記実施の形態で説明したとおりの撮像を実行できる。
【０１３５】
実施の形態におけるディスク９０としては、光磁気ディスク、相変化記録ディスクなど、
記録再生可能なディスクメディアが好適である。またディスク９０に代えて、ＨＤＤやフ
ラッシュメモリ等を用いたメモリカードなど他の形式のメディアを用いてもよい。少なく
とも映像データの記録メディアとして或る程度十分な容量があり、しかもノンリニアなメ
ディアであればよい。
【０１３６】
またビデオカメラ１には液晶表示部２９を設け、上述したように各種表示が行われるよう
にしたが、外部のモニタ装置をビデオカメラ１に接続できるようにし、そのモニタ装置に
おいて各種表示が行われるようにしてもよい。その意味では、液晶表示部２９は必ずしも
設けられなくてもよい。また、ビューファインダ３１のみで上述した各種表示が行われる
ようにしてもよい。
【０１３７】
また上記例ではビデオカメラ１において、撮像時に撮像映像データをディスク９０に記録
するものとしたが、ディスク９０に記録するほか、通信部２１から送信出力するようにし
てもよい。
その場合、受信側でも同じテンプレートを備えていれば、受信側でも受信したクリップを
用いてクリップ置き換えを行い、ビデオカメラ１と同一又は異なる内容のコンテンツを制
作できる。
【０１３８】
上記実施の形態では、テンプレートにおいては撮像が必要なシーンを、図７，図８のよう
な静止画クリップにより設定するのみとし、そのシーンに関して何ら制御情報を含めるも
のではない。
ただしテンプレートに、何らかの制御情報を含めることも考えられる。
例えばシーンに対応させるクリップについて撮像時間設定データをメタデータ等の形式で
組み込むようにする。
そして撮像時にはシステムコントローラ１１がその撮像時間設定データを読み込み、撮像
開始からタイムカウントを行った、撮像時間設定データの時間に達したら撮像を自動終了
させるといったことも可能である。
このようにしておけば、撮像者は撮像時間にさほどの神経を使わないで、撮像作業、例え
ば被写体の状況や、ズーム、パンなどの操作に集中できる。
【０１３９】
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また、上記実施の形態では、クリップ置き換えに応じてテンプレートファイルＴＦ１（シ
ーンシーケンス管理ファイル）を書き換えていくようにしたが、１枚のディスクで何度も
テンプレートを使い回すことを考えた場合、オリジナルの（クリップ置き換えが行われて
いない状態の）テンプレートファイル内容を保存しておくことが必要である。
但し、多数のディスク９０に作成したテンプレートファイルＴＦ１及びクリップをコピー
して、１つのコンテンツ制作に１つのディスクを使うものとすれば。ディスクにオリジナ
ルテンプレートの保存は必要ない。
【０１４０】
実施の形態のテンプレートファイル作成を実現するためには、ビデオカメラ１のシステム
コントローラ１１によって、或いは情報処理装置によって、図９のような処理を実行する
ためのプログラムが実行されればよい。
また実施の形態の撮像モード処理やシーン再選択モード、クリップランダム選択モードの
処理を実現するためには、ビデオカメラ１のシステムコントローラ１１によって、図１８
又は図２９のような処理を実行するためのプログラムが実行されればよい。
これらのプログラムにより、上述した効果を得るテンプレート作成、撮像、クリップ置き
換えを、特別な専用装置を用いずに実現でき、コンテンツ制作を容易化、低制作コスト化
できる。
【０１４１】
さらに、それらのプログラムが記録されたプログラム記録媒体によれば、テンプレート作
成、撮像、クリップ置き換えを実現するプログラムの提供が容易となり、広く一般に提供
できる。またビデオカメラ１の設計やバージョンアップなどにも好適である。
【０１４２】
テンプレート作成、撮像、クリップ置き換えを実現するプログラムは、ビデオカメラ１に
おけるＲＯＭ２２，フラッシュメモリ２４等を記録媒体として格納したり、パーソナルコ
ンピュータ等の機器に内蔵されている記録媒体としてのＨＤＤや、ＣＰＵ内のＲＯＭ等に
予め記録しておくことができる。
あるいはまた、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)
、ＭＯ(Magnet optical)ディスク、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半
導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、一時的あるいは永続的に格納（記録）してお
くことができる。このようなリムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウェア
として提供することができる。
また、テンプレート作成、撮像、クリップ置き換えを実現するプログラムは、リムーバブ
ル記録媒体からビデオカメラ１やパーソナルコンピュータ等にインストールする他、ダウ
ンロードサイトから、ＬＡＮ(Local Area Network)、インターネットなどのネットワーク
を介してダウンロードすることもできる。
【０１４３】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように本発明によれば、記録媒体に記録されている動画や静止
画としての映像素材を順番に選択設定していくことで、一連のシーンの流れが設定された
撮像用テンプレートを作成することができる。従って、コンテンツの企画に不慣れなユー
ザーであっても、コンテンツ企画をテンプレート作成という形で、容易且つ短時間で行う
ことができる。
また、テンプレートには各シーンに映像素材を当てはめていくものであり、完成されるコ
ンテンツをイメージしやすく、その点でも熟練を要せずに、或る程度の水準のコンテンツ
企画を行うことができるものである。
そしてこのような撮像用テンプレートにより、その後の撮像やコンテンツ完成までの作業
を、非常に簡易且つ短時間で実行でき、しかも業務用途等にも耐えうる内容のコンテンツ
を作成できるようになる。
【０１４４】
また、撮像装置においてテンプレート作成を行うこと、或いは撮像用テンプレートの情報
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（シーン設定情報）を記録媒体に記録することで、その撮像装置或いは記録媒体を用いて
そのままコンテンツ制作（シーン撮像）を実行でき、便利であると共に、使用者に機器負
担を強いないものとできる。即ちコンテンツ企画から完成までにおいて大規模な装置構成
を必要としない。
【０１４５】
また撮像用テンプレートとして作成したシーン設定情報においては、シーンの並び換え、
消去、複製などを実行できることで、テンプレート作成に好適である。またシーンのロッ
ク設定を実行できることで、後の撮像時以降に必要なシーンが置き換えられてしまうとい
った誤操作を防止できる。
【０１４６】
また本発明のプログラムによれば、撮像装置や情報処理装置等に上記効果を奏する撮像用
テンプレート作成方法を実行させることができる。
また、そのプログラムを記録した本発明のプログラム記録媒体によれば、上記の効果を実
現する撮像用テンプレート作成方法を撮像装置や情報処理装置によって実現すること、及
び撮像用テンプレート作成方法の広範な提供に適している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の撮像装置の説明図である。
【図２】実施の形態の撮像装置のブロック図である。
【図３】実施の形態の撮像装置の動作モードの説明図である。
【図４】実施の形態において制作するコンテンツの説明図である。
【図５】実施の形態の撮像装置内のディスクの記録状態の説明図である。
【図６】実施の形態のインデックス画像の表示状態の説明図である。
【図７】実施の形態の撮像指示の静止画の説明図である。
【図８】実施の形態の撮像指示の静止画の説明図である。
【図９】実施の形態のテンプレート作成モードの処理のフローチャートである。
【図１０】実施の形態のテンプレート作成モード画面の説明図である。
【図１１】実施の形態のテンプレート作成モード画面でのクリップ選択状態の説明図であ
る。
【図１２】実施の形態のテンプレート作成モード画面での選択クリップのテンプレートへ
のコピーの説明図である。
【図１３】実施の形態のテンプレート作成モード画面での選択クリップのテンプレートへ
のコピーの説明図である。
【図１４】実施の形態のテンプレート作成モード画面でのシーン選択後の状態の説明図で
ある。
【図１５】実施の形態のテンプレート作成モード画面でのロック設定の説明図である。
【図１６】実施の形態のテンプレート作成モードで作成されたテンプレートの説明図であ
る。
【図１７】実施の形態のテンプレートファイルの説明図である。
【図１８】実施の形態の撮像モードの処理のフローチャートである。
【図１９】実施の形態の撮像モードでのシーン選択画面の説明図である。
【図２０】実施の形態の撮像モードでのプレビュー表示の説明図である。
【図２１】実施の形態の撮像時の画面の説明図である。
【図２２】実施の形態の撮像後のテンプレートファイルの説明図である。
【図２３】実施の形態の撮像モードでのクリップ置き換え問い合わせ画面の説明図である
。
【図２４】実施の形態のクリップ置き換えの場合の画面の説明図である。
【図２５】実施の形態のクリップ置き換え後のテンプレートファイルの説明図である。
【図２６】実施の形態のクリップ置き換えをしない場合の画面の説明図である。
【図２７】実施の形態のクリップ置き換えしないで撮像終了した場合のテンプレートファ
イルの説明図である。
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【図２８】実施の形態のクリップ置き換えして撮像終了した場合のテンプレートファイル
の説明図である。
【図２９】実施の形態のシーン再選択モードの処理のフローチャートである。
【図３０】実施の形態のシーン再選択モードでのシーン選択画面の説明図である。
【図３１】実施の形態のシーン再選択モードでのテイク選択画面の説明図である。
【図３２】実施の形態のシーン再選択モードでのテイク選択確定状態の説明図である。
【図３３】実施の形態のシーン再選択後のテンプレートファイルの説明図である。
【図３４】従来のコンテンツ制作手順の説明図である。
【符号の説明】
１　ビデオカメラ、１１　システムコントローラ、１２　カメラ部、１３　撮像部、１４
　撮像信号処理部、１５　カメラコントローラ、１６　記録再生部、１７　エンコード／
デコード部、１８　ディスクドライブ、１９　記録再生コントローラ、２０　外部インタ
ーフェース、２１　通信部、２２　ＲＯＭ、２３　ＲＡＭ、２４　フラッシュメモリ、２
７　操作部
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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